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令和 6年度機構改革について 

 

１）目的 

互いの多様性を認め合い、すべての人が自分らしく暮らせる地域社会の実現を推進することを目的に、

社会福祉課所管の人権業務の一部を新たに所掌し、多様性社会推進課とします。 

 

２）組織改編の概要 

令和 5年度  令和 6年度 

所属名 協働経済部 男女共同参画センター 所属名 協働経済部 多様性社会推進課 

場 所 市庁舎分室サンロード津田沼 5階 場 所 市庁舎 4階 

主事業 ・男女共同参画基本計画の策定、 

実施、推進 

・男女共同参画審議会 

・女性の生き方相談事業 

・DV相談、支援事業 

・男女共同参画週間事業 

・パートナーシップ･ 

ファミリーシップ制度 

 

 

・男女共同参画推進に係る各種 

啓発事業 

・男女共同参画推進活動団体の 

登録･支援等 

・研修室および図書の貸出･管理 

主事業 ・男女共同参画基本計画の策定、 

実施、推進 

・男女共同参画審議会 

・女性の生き方相談事業 

・DV相談、支援事業 

・男女共同参画週間事業 

・パートナーシップ･ 

ファミリーシップ制度 

 

※新規／健康福祉部社会福祉課より移管 

・男女共同参画センターの管理、運営 

・通称「大切な人を守る都市宣言」他 

 人権に関する啓発事業 

 

  

施設名 協働経済部 男女共同参画センター 

場 所 市庁舎分室サンロード津田沼 5階 

主事業 ・男女共同参画推進に係る各種 

啓発事業 

・男女共同参画推進活動団体の 

登録･支援等 

・研修室および図書の貸出･管理 

（参考）国・県の動向 

令和 5 年 6 月 23 日施行「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する 

法律」 

令和 6 年 1 月 01 日施行「千葉県多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の推進に関する条例」 

 令和 6 年 4 月 01 日施行「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」 

以上 


